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人１第２４７６号

４．４．２１

人１第４９５１号

６．８．２５

人１第２６９１号

１３．３．３０

人１第２６０５号

１７．３．３１

防人計第３５４号

１９．１．９

人制第７２１７号

１９．７．３１

人計第２７１６号

２１．３．１１

人計第１５９４号

２２．２．１６

人計第４１７７号

２２．４．１

人計第８４７６号

２２．６．３０

防人計第４５６４号

２６．３．３１

防人計第７２０５号

２８．３．３１

防人計第２１５３７号

２８．１２．２８

防人計第２３９０号

２９．３．１

防人計第２３６１号

３０．２．２７

防人計第１９９８３号

３０．１２．２６
防人計第６１４４号

３１．３．２９
防人計第２０２６７号
令和２年１２月２１日
防人計第５０４６号

令和３年３月２６日
防人計第７４６６号
令和５年３月３１日
防人計第７７８０号
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令和６年３月２９日

大 臣 官 房 長

施設等機関の長

各 幕 僚 長

情 報 本 部 長 殿

技術研究本部長

調達実施本部長

防衛施設庁長官

人 事 教 育 局 長

隊員の勤務時間の運用について（通知）

自衛隊法施行規則（昭和２９年総理府令第４０号。以下「規則」という。）の一部

が改正されたことに伴い、防衛大学校学生及び防衛医科大学校学生の勤務時間及び休

暇に関する訓令（昭和３０年防衛庁訓令第２号。以下「学生訓令」という。）、自衛

官以外の隊員の勤務時間及び休暇に関する訓令（昭和３７年防衛庁訓令第４３号。以

下「事務官等訓令」という。）及び自衛官の勤務時間及び休暇に関する訓令（昭和３

７年防衛庁訓令第６３号。以下「自衛官訓令」という。）の規定により勤務時間が定

められている隊員の運用については、平成４年５月１日から下記により実施すること

と定められたので遺漏のないように措置されたい。

記

１ 休養日及び勤務時間の割振りの特例等

⑴ 官房長等（事務官等訓令第２条第１項に規定する官房長等をいう。以下同じ。）

は、規則第４４条第１項ただし書に規定する育児短時間勤務に伴い任用されてい

る規則第４４条第２項第２号に規定する隊員（以下「任期付短時間勤務隊員」と

いう。）の１週間当たりの勤務時間を記録することその他適当な方法により、当

該任期付短時間勤務隊員の１週間当たりの勤務時間が事務官等訓令第２条第２項

の基準に適合していることを確認できるようにしておかなければならない。

⑵ 事務官等訓令第２条第２５項の規定による防衛大臣への承認申請は、別紙様式

第１により行うものとする。

⑶ 官房長等は、事務官等訓令第２条第２５項の規定による承認事項を同項の規定

の範囲内でさらに変更する場合には、変更の内容及び理由を記載した文書により

申請を行い、防衛大臣の承認を受けるものとする。

⑷ 官房長等は、事務官等訓令第２条第２５項の規定に基づき防衛大臣の承認を受
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けた休養日及び勤務時間の割振りの定めを行う必要がなくなった場合には、速や

かにその旨を防衛大臣に報告するものとする。

⑸ 規則第４４条第１１項の規定による休養日及び勤務時間の割振りの定めは、で

きる限り多くの連続する割振り単位期間の分について一括して行うようにするも

のとする。

⑹ 所属長（この号及び第２項第７号においては事務官等訓令第２条の２第１項に

規定する所属長をいう。）は、本項第２号から第４号までの規定による休養日及

び勤務時間の割振りの定め若しくは変更を行つたときは、隊員に対して速やかに

これを明示するものとする。

⑺ 本項第１号及び第２号の決裁文書は、３年間保管するものとする。

２ 休養日の振替え及び４時間の勤務時間の割振り変更

⑴ 一の休養日について休養日の振替え及び４時間の勤務時間の割振りの変更の双

方を行うことができる場合には、休養日の振替えを行うものとする。

⑵ 規則第４４条第１２項の規定により、休養日の振替えを行う場合において、勤

務することを命ずる必要がある日に割り振る勤務時間は、休養日に変更される勤

務日の勤務時間の始まる時刻から終わる時刻までの時間帯に割り振るものとす

る。ただし、これと異なる時間帯に割り振ることが隊務の運営上特に必要である

と認められる場合には、この限りではない。

⑶ 規則第４４条第１２項の規定により、４時間の勤務時間の割振り変更を行う場

合において、勤務することを命ずる必要がある日に割り振る勤務時間は、当該４

時間の勤務時間の割振り変更が行われる隊員の通常の勤務日の勤務時間の始まる

時刻から終わる時刻までの時間帯の範囲内において割振るものとする。ただし、

これと異なる時間帯に割り振ることが隊務の運営上特に必要であると認められる

場合には、この限りではない。

⑷ 規則第４４条第３項及び第４項の規定により毎日曜日を休養日と定められて

いる隊員にあっては、休日に割振られている勤務時間については、休養日の

振替え及び４時間の勤務時間の割振り変更は行わないものとする。

⑸ 所属長は、規則第４４条第１２項の規定に基づき、同条第１項ただし書に規定

する育児短時間勤務隊員（以下「育児短時間勤務隊員」という。）に休養日の振

替え等を行う場合は、当該振替等を行わなければ、隊務の運営に著しい支障が生

ずると認められるときに限ることとし、育児短時間勤務隊員の正規の勤務時間が

育児短時間勤務隊員以外の隊員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に

十分留意しなければならない。

⑹ 事務官等訓令第２条の２第４項の「連続する勤務時間」には、休憩時間をはさ

んで引き続く勤務時間が含まれる。

⑺ 所属長は、規則第４４条第１２項の規定により、休養日の振替え又は４時間の

勤務時間の割振り変更を行つた場合は、別紙様式第２の管理簿により管理すると

ともに、隊員に速やかに通知するものとする。

⑻ 前号の管理簿は３年間保管するものとする。
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３ 通常の勤務場所を離れて勤務する自衛官以外の隊員の勤務時間

事務官等訓令第２条の３の「防衛大臣が別に定めるもの」は、職員の勤務時間、

休日及び休暇の運用について（職職－３２８ ６.７．２７）第８第１項(１)に規

定された基準を満たした研修（任命権に関する訓令（昭和３６年防衛庁訓令第４号）

第２条第８号に規定する「入所」、同条第９号に規定する「入校（等）」及び外部

の機関に委託して実施する研修を含む。）とする。

４ 自衛官以外の隊員に超過勤務を命ずる場合

⑴ 事務官等訓令第３条の２第２項各号及び同条第３項各号の「部署」の単位は、

原則として課若しくは室又はこれらに相当するものとする。ただし、同条第３項

第２号において、これにより難い場合は、医療業務に従事する医師である自衛官

以外の隊員を限定的に指定するものとする。

⑵ 事務官等訓令第３条の２第２項各号及び同条第３項各号の「１箇月」とは、月

の初日から末日までの期間をいう。

⑶ 事務官等訓令第３条の２第２項各号及び同条第３項各号並びに第２号イ及びエ

並びにこの通知の第４項第６号ア（ウ）の「１年」とは、４月１日から翌年３月

３１日までの期間（人事異動の時期等を考慮して円滑に超過勤務に係る事務処理

を行うため必要がある場合には、所属長が定める４月以外の月の初日から起算し

て１年を経過するまでの期間）をいう。

⑷ 自衛官以外の隊員が府省等（会計検査院、人事院、内閣官房、内閣法制局、各

府省及び復興庁、宮内庁並びに内閣府設置法（平成１１年法律第８９号）第４９

条第１項及び第２項に規定する各機関並びに各外局（同条第１項に規定する機関

を除く。）をいう。）を異にする異動又は防衛省内で異動をした場合においては、

事務官等訓令第３条の２第２項第１号ア（ア）、第２号ア（ア）及びア（ウ）並

びに同条第３項第１号ア（ア）及び第２号アの適用に係る当該異動の前後の超過

勤務の時間を通算して算定するものとする。

⑸ 自衛官以外の隊員が異動した場合には、当該隊員に係る異動前の勤務時間管理

員（人事院規則９－５（給与簿）第３条に規定する勤務時間管理員又は防衛省職

員給与簿規則（昭和３０年防衛庁訓令第１２号）第５条に規定する勤務状況管理

者をいう。）は、当該自衛官以外の隊員に係る異動後の勤務時間管理員に事務官

等訓令第３条の２第２項各号及び同条第３項各号に規定する時間又は月数（第１

０号及び第１２号において「上限時間等」という。）の算定に必要な事項を通知

するものとする。

⑹ 事務官等訓令第３条の２第２項第１号イ（イ）の「防衛大臣の定める期間にお

いて防衛大臣の定める時間及び月数」並びに同号ウ（イ）、エ（イ）、第２号イ

（イ）、ウ（イ）及び同条第３項第１号イ（イ）の「防衛大臣の定める期間にお

いて防衛大臣の定める時間」は、次に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ次に定

める期間並びに時間及び月数（イからカまでにあっては、期間及び時間）とする。

ア 事務官等訓令第３条の２第２項第２号及び同条第３項各号に規定する部署

（以下この号及び次号において「他律的部署」という。）から同条第２項第１



- 5 -

号に規定する部署への異動、次号後段の他律的部署の範囲の変更その他の事由

により自衛官以外の隊員が勤務する部署が同条第２項第１号に規定する部署と

なった日から当該日が属する月の末日までの期間（イ、エ及びカにおいて「特

定期間」という。） 次の（ア）から（ウ）までに定める時間及び月数（他律

的部署のうち、同条第３項第１号及び第２号に規定する部署から同条第２項第

１号に規定する部署への異動、次号後段の他律的部署の範囲の変更その他の事

由により自衛官以外の隊員が勤務する部署が同条第２項第１号に規定する部署

となった場合は、次の（ア）のみ適用する。）

（ア）１箇月において超過勤務を命ずる時間について１００時間未満（事務官等

訓令第３条の２第３項第１号及び第２号に規定する他律的部署からの異動等

については、１箇月において超過勤務を命ずる時間について原則１００時間

未満）

（イ）１箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の１箇月、２箇月、３箇

月、４箇月及び５箇月の期間を加えたそれぞれの期間において超過勤務を命

ずる時間の１箇月当たりの平均時間について８０時間

（ウ）１年のうち１箇月において４５時間を超えて超過勤務を命ずる月数につい

て６箇月

イ アにおいて特定期間の末日の翌日から第３号に規定する１年の末日までの期

間 次の（ア）及び（イ）に定める時間

（ア）１箇月において超過勤務を命ずる時間について４５時間

（イ）当該期間において超過勤務を命ずる時間について３０時間に当該期間の月

数を乗じて得た時間（府省等を異にする異動をしたことにより事務官等訓令

第３条の２第２項第１号イに掲げる隊員に該当することとなった者に超過勤

務を命ずる場合にあっては、３６０時間から特定期間において当該自衛官以

外の隊員に命じた超過勤務の時間を減じて得た時間）

ウ 事務官等訓令第３条の２第３項各号に規定する他律的部署から同条第２項第

２号に規定する他律的部署への異動、次号後段の他律的部署の範囲の変更その

他の事由により自衛官以外の隊員が勤務する部署が同条第２項第２号に規定す

る他律的部署となった日から当該日が属する月の末日までの期間 次に定める

時間

１箇月において超過勤務を命ずる時間について原則１００時間未満
エ ウにおいて特定期間の末日の翌日から第３号に規定する１年の末日までの期
間 次の（ア）及び（イ）に定める時間

（ア）１箇月において超過勤務を命ずる時間について１００時間未満
（イ）当該期間において超過勤務を命ずる時間について６０時間に当該期間の月

数を乗じて得た時間
オ 事務官等訓令第３条の２第３項第２号に規定する他律的部署から同項第１号
に規定する他律的部署への異動、次号後段の他律的部署の範囲の変更その他の
事由により自衛官以外の隊員が勤務する部署が同条第３項第１号に規定する他
律的部署となった日から当該日が属する月の末日までの期間 次に定める時間
及び月数
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１箇月において超過勤務を命ずる時間について原則１００時間未満
カ オにおいて特定期間の末日の翌日から第３号に規定する１年の末日までの期
間 次の（ア）及び（イ）に定める時間

（ア）１箇月において超過勤務を命ずる時間について原則１００時間未満
（イ）当該期間において超過勤務を命ずる時間について８０時間に当該期間の月

数を乗じて得た時間
⑺ 所属長は、他律的部署の範囲を必要最小限のものとし、当該範囲を定めた場合

には、速やかに自衛官以外の隊員に周知しなければならない。当該範囲を変更す

るときも同様とする。

⑻ 所属長は、特例業務（事務官等訓令第３条の２第４項に規定する特例業務をい

う。以下同じ。）の範囲を、自衛官以外の隊員が従事する業務の状況を考慮して

必要最小限のものとしなければならない。

⑼ 事務官等訓令第３条の２第４項の「防衛大臣が定める期間」は、次に掲げる期

間とし、同項の「防衛大臣が定める場合」は、当該期間の区分に応じ、それぞれ

次に定める場合とする。

ア 事務官等訓令第３条の２第２項第１号ア（ア）、第２号ア（ア）、同条第３

項第１号ア（ア）及び第２号ア並びにこの通知の第４項第６号ア（ア）、イ（ア）、

ウ、エ（ア）、オ及びカ（ア）に規定する１箇月

当該期間において、自衛官以外の隊員が特例業務に従事していたことがある

場合であって、これらの規定に規定する時間を超えて超過勤務を命ずる必要が

あるとき。

イ 事務官等訓令第３条の２第２項第２号ア（ウ）及びこの通知の第４項第６号

ア（イ）に規定する１箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の１箇月、

２箇月、３箇月、４箇月及び５箇月の期間を加えたそれぞれの期間

当該期間のいずれかにおいて、自衛官以外の隊員が特例業務に従事していた

ことがある場合であって、当該従事していたことがある期間についてこれらの

規定に規定する時間を超えて超過勤務を命ずる必要があるとき。

ウ 事務官等訓令第３条の２第２項第１号ア（イ）、イ（ア）、ウ（ア）、エ（ア）、

第２号ア（イ）、ア（エ）、イ（ア）、ウ（ア）、同条第３項第１号第ア（イ）、

イ（ア）、第２号イ並びにこの通知の第４項第６号ア（ウ）に規定する１年

当該期間において、自衛官以外の隊員が特例業務に従事していたことがある

場合であって、これらの規定に規定する時間又は月数を超えて超過勤務を命ず

る必要があるとき。

エ 第４項第６号イ、エ及びカに規定する期間

当該期間において、自衛官以外の隊員が特例業務に従事していたことがある

場合であって、同号イ（イ）、エ（イ）及びカ（イ）に規定する時間を超えて

超過勤務を命ずる必要があるとき。

⑽ 所属長は、事務官等訓令第３条の２第４項の規定により、上限時間等を超えて

自衛官以外の隊員に超過勤務を命ずる場合には、あらかじめ、当該命ぜられた超

過勤務は同項の規定により同条第２項及び第３項の規定の適用を受けないもの
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（次号及び第１２号において「特例超過勤務」という。）であることを自衛官以

外の隊員に通知するものとする。ただし、特例業務の処理に要する時間をあらか

じめ見込み難いため上限時間等を超えて超過勤務を命ずる必要があるかどうかを

判断することが困難であることその他の事由により自衛官以外の隊員にあらかじ

め通知することが困難である場合は、この限りでない。

⑾ 前号ただし書の場合においては、所属長は、事後において速やかに特例超過勤

務であることを自衛官以外の隊員に通知するものとする。

⑿ 事務官等訓令第３条の２第５項に規定する超過勤務に係る要因の整理、分析及

び検証（次号において「整理分析等」という。）を行うに当たっては、上限時間

等を超えて超過勤務を命ぜられた自衛官以外の隊員について、少なくとも、所属

部署、氏名、特例超過勤務を命じた月又は年における超過勤務の時間又は月数及

び当該月又は年に係る上限時間等、当該自衛官以外の隊員が従事した特例業務の

概要並びに人員配置又は業務分担の見直し等によっても同条第４項の規定の適用

を回避することができなかった理由を記録しなければならない。

⒀ 所属長は、適切に情報を収集した上で、整理分析等を行うものとする。

⒁ 所属長は、業務量の削減又は業務の効率化に取り組むなど、超過勤務の縮減に

向けた適切な対策を講ずるものとする。

５ 自衛官訓令第６条に規定する自衛官（本項において同じ。）に課業時間外の勤務

を命ずる場合

⑴ 自衛官訓令第６条第１項各号及び同条第２項各号の「部署」の単位は、原則と

して課若しくは室又はこれらに相当するものとする。ただし、同条第２項第２号

において、これにより難い場合は、医療従事医官（自衛官訓令第６条第１項に規

定する医療従事医官をいう。）を限定的に指定するものとする。

⑵ 自衛官訓令第６条第１項各号及び同条第２項各号の「１箇月」とは、月の初日

から末日までの期間をいう。

⑶ 自衛官訓令第６条第１項各号及び同条第２項各号並びにこの通知の第５項第６

号ア（ウ）の「１年」とは、４月１日から翌年３月３１日までの期間（人事異動

の時期等を考慮して円滑に課業時間外の勤務（以下「課業外勤務」という。）に

係る事務処理を行うため必要がある場合には、所属長（第５項においては、自衛

官訓令第６条第１項に規定する所属長をいう。）が定める４月以外の月の初日か

ら起算して１年を経過するまでの期間）をいう。

⑷ 自衛官が府省等（会計検査院、人事院、内閣官房、内閣法制局、各府省及び復

興庁、宮内庁並びに内閣府設置法（平成１１年法律第８９号）第４９条第１項及

び第２項に規定する各機関並びに各外局（同条第１項に規定する機関を除く。）

をいう。）を異にする異動又は防衛省内（自衛官訓令第６条に規定する内部部局

等をいう。）で異動をした場合においては、自衛官訓令第６条第１項第１号ア

（ア）、第２号ア（ア）及びア（ウ）並びに同条第２項第１号ア（ア）及び第２

号アの適用に係る当該異動の前後の課業外勤務等の時間を通算して算定するもの

とする。
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⑸ 自衛官が異動した場合には、当該自衛官に係る異動前の勤務時間管理員（防衛

省職員給与簿規則（昭和３０年防衛庁訓令第１２号）第５条に規定する勤務状況

管理者をいう。）は、当該自衛官に係る異動後の勤務時間管理員に自衛官訓令第

６条第１項各号及び同条第２項各号に規定する時間又は月数（第１０号及び第１

２号において「管理時間等」という。）の算定に必要な事項を通知するものとす

る。

⑹ 自衛官訓令第６条第１項第１号イ（イ）の「防衛大臣の定める期間において防

衛大臣の定める時間及び月数」並びに同号ウ（イ）、エ（イ）、第２号イ（イ）、

ウ（イ）及び同条第２項第１号イ（イ）の「防衛大臣の定める期間において防衛

大臣の定める時間」は、次に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ次に定める期間

並びに時間及び月数（イからカまでにあっては、期間及び時間）とする。

ア 自衛官訓令第６条第１項第２号及び同条第２項各号に規定する部署（以下こ

の号及び次号において「他律的部署」という。）から同条第２項第１号に規定

する部署への異動、次号後段の他律的部署の範囲の変更その他の事由により自

衛官が勤務する部署が同号に規定する部署となった日から当該日が属する月の

末日までの期間（イ、エ及びカにおいて「特定期間」という。） 次の（ア）

から（ウ）までに定める時間及び月数（他律的部署のうち、同条第２項第１号

及び第２号に規定する部署から同条第第１項第１号に規定する部署への異動、

次号後段の他律的部署の範囲の変更その他の事由により自衛官が勤務する部署

が同条第１項第１号に規定する部署となった場合は、次の（ア）のみ適用する。）

（ア）１箇月において課業外勤務を命ずる時間について１００時間未満（自衛官

訓令第６条第２項第１号及び第２号に規定する他律的部署からの異動等につ

いては、１箇月において超過勤務を命ずる時間について原則１００時間未満）

（イ）１箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の１箇月、２箇月、３箇

月、４箇月及び５箇月の期間を加えたそれぞれの期間において課業外勤務を

命ずる時間の１箇月当たりの平均時間について８０時間

（ウ）１年のうち１箇月において４５時間を超えて課業外勤務を命ずる月数につ

いて６箇月

イ アにおいて特定期間の末日の翌日から第３号に規定する１年の末日までの期

間 次の（ア）及び（イ）に定める時間

（ア）１箇月において課業外勤務を命ずる時間について４５時間

（イ）当該期間において課業外勤務を命ずる時間について３０時間に当該期間の

月数を乗じて得た時間（府省等を異にする異動をしたことにより自衛官訓令

第６条第１項の第１号イに掲げる自衛官に該当することとなった者に課業外

勤務を命ずる場合にあっては、３６０時間から特定期間において当該自衛官

に命じた課業外勤務の時間を減じて得た時間）

ウ 自衛官訓令第６条第２項各号に規定する他律的部署から同条第１項第２号に

規定する他律的部署への異動、次号後段の他律的部署の範囲の変更その他の事

由により自衛官が勤務する部署が同条第１項第２号に規定する他律的部署とな
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った日から当該日が属する月の末日までの期間 次に定める時間及び月数

１箇月において超過勤務を命ずる時間について原則１００時間未満
エ ウにおいて特定期間の末日の翌日から第３号に規定する１年の末日までの期
間 次の（ア）及び（イ）に定める時間

（ア）１箇月において超過勤務を命ずる時間について１００時間未満
（イ）当該期間において超過勤務を命ずる時間について６０時間に当該期間の月

数を乗じて得た時間
オ 訓令第６条第２項第２号に規定する他律的部署から同項第１号に規定する他
律的部署への異動、次号後段の他律的部署の範囲の変更その他の事由により自
衛官が勤務する部署が同条第２項第１号に規定する他律的部署となった日から
当該日が属する月の末日までの期間 次に定める時間及び月数
１箇月において超過勤務を命ずる時間について原則１００時間未満

カ オにおいて特定期間の末日の翌日から第３号に規定する１年の末日までの期
間 次の（ア）及び（イ）に定める時間

（ア）１箇月において超過勤務を命ずる時間について原則１００時間未満
（イ）当該期間において超過勤務を命ずる時間について８０時間に当該期間の月

数を乗じて得た時間
⑺ 所属長は、他律的部署の範囲を必要最小限のものとし、当該範囲を定めた場合

には、速やかに隊員に周知しなければならない。当該範囲を変更するときも同様

とする。

⑻ 所属長は、特例業務（自衛官訓令第６条第３項に規定する特例業務をいう。以

下同じ。）の範囲を、隊員が従事する業務の状況を考慮して必要最小限のものと

しなければならない。

⑼ 自衛官訓令第６条第３項の「防衛大臣が定める期間」は、次に掲げる期間とし、

同項の「防衛大臣が定める場合」は、当該期間の区分に応じ、それぞれ次に定め

る場合とする。

ア 自衛官訓令第６条第１項第１号ア（ア）、第２号ア（ア）、同条第２項第１

号ア（ア）及び第２号ア並びにこの通知の第５項第６号ア（ア）、イ（ア）、

ウ、エ（ア）、オ及びカ（ア）に規定する１箇月

当該期間において、自衛官が特例業務に従事していたことがある場合であっ

て、これらの規定に規定する時間を超えて課業外勤務を命ずる必要があるとき。

イ 自衛官訓令第６条第１項第２号ア（ウ）及びこの通知の第５項第６号ア（イ）

に規定する１箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の１箇月、２箇月、

３箇月、４箇月及び５箇月の期間を加えたそれぞれの期間

当該期間のいずれかにおいて、自衛官が特例業務に従事していたことがある

場合であって、当該従事していたことがある期間についてこれらの規定に規定

する時間を超えて課業外勤務を命ずる必要があるとき。

ウ 自衛官訓令第６条第１項第１号ア（イ）、イ（ア）、ウ（ア）、エ（ア）、第

２号ア（イ）、ア（エ）、イ（ア）、ウ（ア）、同条第２項第１号第ア（イ）、イ

（ア）、第２号イに規定する１年

当該期間において、自衛官が特例業務に従事していたことがある場合であっ

て、これらの規定に規定する時間又は月数を超えて課業外勤務を命ずる必要が
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あるとき。

エ 第５項第６号イ、エ及びカに規定する期間

当該期間において、自衛官が特例業務に従事していたことがある場合であっ

て、同号イ（イ）、エ（イ）及びカ（イ）に規定する時間を超えて課業外勤務

を命ずる必要があるとき。

⑽ 所属長は、自衛官訓令第６条第３項の規定により、管理時間等の範囲を超えて

自衛官に課業外勤務を命ずる場合には、あらかじめ、当該命ぜられた課業外勤務

は同項の規定により同条第１項及び第２項の規定の適用を受けないもの（次号及

び第１２号において「特例課業外勤務」という。）であることを隊員に通知する

ものとする。ただし、特例業務の処理に要する時間をあらかじめ見込み難いため

管理時間等の範囲を超えて課業外勤務を命ずる必要があるかどうかを判断するこ

とが困難であることその他の事由により自衛官にあらかじめ通知することが困難

である場合は、この限りでない。

⑾ 前号ただし書の場合においては、所属長は、事後において速やかに特例課業外

勤務であることを隊員に通知するものとする。

⑿ 自衛官訓令第６条第４項に規定する課業外勤務に係る要因の整理、分析及び検

証（次号において「整理分析等」という。）を行うに当たっては、管理時間等の

範囲を超えて課業外勤務を命ぜられた自衛官について、少なくとも、所属部署、

氏名、特例課業外勤務を命じた月又は年における課業外勤務の時間又は月数及び

当該月又は年に係る管理時間等の範囲、当該自衛官が従事した特例業務の概要並

びに人員配置又は業務分担の見直し等によっても同条第３項の規定の適用を回避

することができなかった理由を記録しなければならない。

⒀ 所属長は、適切に情報を収集した上で、整理分析等を行うものとする。

⒁ 所属長は、業務量の削減又は業務の効率化に取り組むなど、課業外勤務の縮減

に向けた適切な対策を講ずるものとする。

６ 育児短時間勤務隊員に宿日直勤務又は超過勤務を命ずる場合

所属長は、事務官等訓令第３条の２の規定に基づき、育児短時間勤務隊員に宿日

直勤務又は超過勤務を命ずる場合は、これらの勤務を命ぜなければ、隊務の運営に

著しい支障が生ずると認められるときに限ることとし、育児短時間勤務隊員の正規

の勤務時間が育児短時間勤務隊員以外の隊員の正規の勤務時間より短く定められて

いる趣旨に十分留意しなければならない。

７ 超勤代休時間の指定

⑴ 事務官等訓令第３条の３第４項の「連続する勤務時間」には、休憩時間をはさ

んで引き続く勤務時間が含まれる。

⑵ 事務官等訓令第３条の３第５項に規定する超勤代休時間の指定を希望しない旨

の申出は、超勤代休時間の指定前に行うものとする。

⑶ 規則第４４条の２第１項の規定に基づく超勤代休時間の指定は、別紙様式第２

の２の超勤代休時間指定簿により行うものとし、その指定に代えようとする超過

勤務手当の支給に係る６０時間超過月の末日の直後の俸給の支給定日までに行う
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ものとする。

⑷ 前号の超勤代休時間指定簿は３年間保管するものとする。

８ 自衛官以外の隊員の休日の代休日の指定

⑴ 事務官等訓令第３条の４第２項に規定する代休日の指定を希望しない旨の申出

は、代休日の指定前に行うものとする。

⑵ 規則第４５条の３第１項の規定に基づく代休日の指定は、別紙様式第３の代休

日指定簿により行うものとし、できる限り、休日に勤務することを命ずると同時

に行うものとする。また、当該代休日の指定を行つた場合は、隊員に速やかに通

知するものとする。

⑶ 前号の代休日指定簿は、３年間保管するものとする。

９ 自衛官、自衛官候補生、防衛大学校及び防衛医科大学校の学生並びに陸上自衛隊

高等工科学校の生徒の代日休養

⑴ 自衛官訓令第１１条第１項、自衛官候補生の勤務時間及び休暇に関する訓令（平

成２２年防衛省訓令第２６号。以下「自衛官候補生訓令」という。）第２条第３

項、学生訓令第１条第３項及び生徒の勤務時間及び休暇に関する訓令（平成２１

年防衛省訓令第３３号。以下「生徒訓令」という。）第２条第３項の規定に基づ

き、自衛官、自衛官候補生、防衛大学校及び防衛医科大学校の学生（防衛省設置

法（昭和２９年法律第１６４号）第１６条第１項第３号の教育訓練を受けている

者を除く。）以下「学生」という。）並びに陸上自衛隊高等工科学校の生徒（以

下「生徒」という。）に代日休養を与える場合には、勤務することを命ずる必要

がある日を起算日とする４週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある

日を起算日とする８週間後の日までの範囲内を原則とする。ただし、所属長（こ

の号及び次号並びに次項第１号及び第２号においては、自衛官訓令第１２条及び

自衛官候補生訓令第２条第３項に規定する所属長をいう。）、防衛大学校長又は

防衛医科大学校長（以下「学校長」という。）及び陸上自衛隊高等工科学校長（以

下「校長」という。）は、教育訓練に特に支障があると認める場合は、勤務する

ことを命ずる必要がある日を起算日とする４週間前の日から当該勤務することを

命ずる必要がある日を起算日とする５２週間後の日までの範囲内で、代日休養を

与えることができる。

⑵ 所属長、学校長及び校長は、自衛官訓令第１１条第１項第１号、自衛官候補生

訓令第２条第３項第１号、学生訓令第１条第３項第１号又は生徒訓令第２条第３

項第１号の規定に基づき、４時間の休養をさせる場合には、自衛官にあっては当

該４時間の代日休養が与えられる自衛官が通常勤務する日の日課の課業開始の時

刻から連続し、又は課業終了の時刻まで連続する課業時間について、自衛官候補

生、学生又は生徒にあっては当該４時間の代日休養が与えられる自衛官候補生、

学生又は生徒が通常勤務する日の日課表の始業の時刻から連続し、又は終業の時

刻まで連続する勤務時間について休養させなければならない。

⑶ 前号の課業時間には、休憩時間をはさんで引き続く課業時間が含まれるものと

する。
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⑷ 第２項第１号、第４号、第７号及び第８号の規定は、自衛官、自衛官候補生、

学生及び生徒に代日休養を与える場合において準用する。

⑸ 学校長又は校長が学生又は生徒に対し、一斉に、代日休養を与える場合は、前

号の規定にかかわらず、学校長又は校長が定めるところによるものとする。

１０ 自衛官、自衛官候補生、学生及び生徒の休日の代休日の指定

⑴ 自衛官訓令第１１条の２、自衛官候補生訓令第４条第１項、学生訓令第２条の

２第１項又は生徒訓令第４条第１項の規定に基づき、自衛官、自衛官候補生、学

生又は生徒に休日の代休日を指定する場合には、勤務することを命じた休日を起

算日とする８週間後の日までの期間内にあることを原則とする。ただし、所属長、

学校長及び校長は、教育訓練に特に支障があると認める場合は、勤務することを

命じた休日を起算日とする ５２週間後の日までの範囲内で、休日の代休日を指

定することができる。

⑵ 所属長、学校長又は校長が、規則第４５条の２第１項、自衛官候補生訓令第４

条第１項、学生訓令第２条の２第１項又は生徒訓令第４条第１項の規定に基づき、

自衛官、自衛官候補生、学生又は生徒に対し休日である休養日以外の日において

特に勤務を命じ、休日の代休日を指定する場合には、当該休日において当該自衛

官、当該自衛官候補生、当該学生又は当該生徒に命ずる勤務及び当該休日に代わ

る日として指定する代休日は、当該自衛官、当該自衛官候補生、当該学生又は当

該生徒が代休日として指定された日の全日について勤務することを要しないとす

ることが相応の勤務及び日とするものとする。

⑶ 規則第４５条の２第１項、自衛官候補生訓令第４条第１項、学生訓令第２条の

２第１項及び生徒訓令第４条第１項の規定に基づく代休日の指定は、別紙様式第

４の代休日指定簿により行うものとし、できる限り、休日に勤務することを命ず

ると同時に行うものとする。また、当該代休日の指定を行った場合は、当該自衛

官、当該自衛官候補生、当該学生又は当該生徒に速やかに通知するものとする。

⑷ 学校長又は校長が学生又は生徒に対し、一斉に、学生訓令第２条の２第１項及

び生徒訓令第４条第１項の規定に基づく代休日の指定を行う場合は、前号の規定

にかかわらず、学校長又は校長が定めるところによる。

⑸ 前号の代休日指定簿は、３年間保管するものとする。

１１ 休憩時間の特例

⑴ 官房長等又は部隊等（自衛官訓令第２条第２号に規定するものをいう。以下同

じ。）の長は、事務官等訓令第２条第３項又は自衛官訓令第４条若しくは第５条

の規定により勤務時間を割り振る場合において、公務の運営並びに職員の健康及

び福祉を考慮して支障がないと認めるときは、これらの規定にかかわらず、連続

する正規の勤務時間が６時間３０分を超えることとなる前休憩時間を置くことが

できる。

⑵ 官房長等又は部隊等の長は、事務官等訓令第２条第２８項又は自衛官訓令

第９条第１３項の規定に基づき、事務官等訓令第２条第３項若しくは第４項
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又は自衛官訓令第４条若しくは第５条の規定により休憩時間を正午から午後１

時までの時間帯に置くことにより、当該時間帯における業務を処理するために必

要な要員の確保ができない場合又は事務官等訓令第２条第１９項に規定する隊員

（以下「対象障害者」という。）から当該時間帯以外の正規の勤務時間の始業の

時刻から終業の時刻までの時間帯にも休憩時間を置くことについて申出があり、

かつ、隊務の運営に支障がないと認められる場合には、これらの規定による休憩

時間を分割し、次の表の上欄に掲げるこれらの規定による休憩時間の区分に応じ

て、正午から午後１時までの時間帯に同表の中欄に掲げる休憩時間を置き、かつ、

当該時間帯以外の正規の勤務時間の始業の時刻から終業の時刻までの時間帯に同

表の下欄に掲げる休憩時間を置くことができる。この場合において、当該時間帯

に、連続する正規の勤務時間が４時間３０分を超えないようにしなければならな

い。

事務官等訓令第２ 60分 45分

条第３項若しくは

第４項又は自衛官

訓令第４条若しく

は第５条による休

憩時間

正午から午後１時 45分 30分 30分

までの時間帯に置

く休憩時間

上記以外の時間帯 15分 30分 15分

に置く休憩時間

⑶ 前号の規定により休憩時間を４５分とするか否かの判断は、各職場における業

務の実態、隊員の昼休み時間を短縮することの影響等を総合的に勘案して行うも

のとする。

⑷ 官房長等又は部隊等の長は、事務官等訓令第２条第２８項又は自衛官訓令第９

条第１３項の規定に基づき、事務官等訓令第２条第３項若しくは第４項又は自衛

官訓令第４条若しくは第５条の規定により割り振られた勤務時間が７時間４５分

である場合において、事務官等訓令第２条第３項若しくは第４項又は自衛官訓令

第４条若しくは第５条の規定により休憩時間を正午から午後１時までの時間帯に

休憩時間を置くだけでは次に掲げる場合に該当することとなるときは、それぞれ

次に定める範囲内において、当該休憩時間を延長することができる。この場合に

おいては、始業の時刻は午前５時以後に、終業の時刻は午後１０時以前に設定す
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るものとする。

ア 当該勤務時間の一部の時間帯における在宅勤務（隊員の住居における勤務で

あって、当該在宅勤務を行う時間帯の直前又は直後に置かれた当該休憩時間に

隊員の住居と通常の勤務場所との間の移動が必要となるものに限る。）の適切

な実施を確保できない場合 当該移動に要する時間を超えない範囲内

イ 小学校就学の始期に達するまでの子若しくは小学校、学校教育法（昭和２２

年法律第２６号）第１７条第１項に規定する義務教育学校の前期課程若しくは

特別支援学校の小学部（以下「小学校等」という。）に就学している子を養育

する隊員又は規則第４９条第１項第９号の４に規定する要介護者（以下「要介

護者」という。）を介護する隊員について、当該養育又は当該介護を行うため

に必要な時間を確保できない場合（当該休憩時間の延長について当該隊員から

申出があり、かつ、隊務の運営に支障がないと認められる場合であって、当該

休憩時間の直前又は直後に在宅勤務を行うときに限る。） 当該養育又は当該

介護に要する時間を超えない範囲内

ウ 対象障害者の休憩に必要と認められる時間を確保できない場合（当該休憩時

間の延長について当該隊員から申出があり、かつ、隊務の運営に支障がないと

認められる場合に限る。） 休憩に必要と認められる時間を超えない範囲内

⑸ 官房長等又は部隊等の長は、事務官等訓令第２条第２８項又は自衛官訓令第９

条第１３項の規定に基づき、次に掲げる場合に該当する隊員から申出があり、か

つ、隊務の運営に支障がないと認められるときは、事務官等訓令第２条第３項若

しくは第４項又は自衛官訓令第４条若しくは第５条の休憩時間を、当該休憩時間

が６０分とされている場合にあっては４５分又は３０分、４５分とされている場

合にあっては３０分に短縮することができる。

ア 小学校就学の始期に達するまでの子のある隊員が当該子を養育する場合

イ 小学校等に就学している子のある隊員が当該子を送迎するため、その住居以

外の場所に赴く場合

ウ 要介護者を介護する隊員

エ 交通機関を利用して通勤した場合に、出勤について隊員の住居を出発した時

刻から始業の時刻までの時間と退勤について終業の時刻から隊員の住居に到着

するまでの時間を合計した時間（交通機関を利用する時間に限る。）が、始業

の時刻を遅らせ、又は終業の時刻を早めることにより３０分以上短縮されると

認められるとき（始業及び終業の時刻を変更することにより、当該合計した時

間を３０分以上短縮できる場合を除く。）。

オ 妊娠中の隊員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が当該隊員の母体又は

胎児の健康保持に影響があると認められる場合

カ 始業の時刻から終業の時刻までの時間の短縮が対象障害者に必要と認められ

る場合

⑹ 官房長等又は部隊等の長は、事務官等訓令第２条第２８項の規定に基づき、対

象障害者から申出があり、かつ、隊務の運営に支障がないと認められる場合には、
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第２号又は事務官等訓令第２条第２７項により正午から午後１時までの時間帯に

置く休憩時間に加え、当該時間帯以外の正規の勤務時間の始業の時刻から終業の

時刻までの時間帯に３０分又は１５分の休憩時間を置くことができる。この場合

において、規則第４４条第１項の規定により勤務時間を割り振られた隊員の始業

の時刻は午前５時以後に、終業の時刻は午後１０時以前に設定するものとする。

⑺ 隊員は、第４号ア、イ又は第５号アからオの規定に基づく申出を行う場合には、

別紙様式第５又は別紙様式第５の２により行うものとする。また、第４号ウ、第

５号カ又は前号の規定に基づく申出を行う場合には、別紙様式第５の３により行

うものとする。

⑻ 第４号又は第５号の規定に基づく申出があった場合においては、官房長等又は

部隊等の長は、隊務の運営の支障の有無について、速やかに、当該申出をした隊

員に対し別紙様式第６又は別紙様式第６の２により通知しなければならない。当

該通知後において、隊務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場

合にあっては、官房長等又は部隊等の長は、あらかじめ当該請求をした隊員に対

し別紙様式第７又は別紙様式第７の２によりその旨を通知しなければならない。

ただし、緊急その他やむを得ない事情により、あらかじめ当該通知書による通知

ができない場合には、口頭又は電話その他の通信によることができる。この場合

において、官房長等又は部隊等の長は事後速やかに当該隊員に対し当該通知書に

より通知するものとする。

⑼ 前号の規定にかかわらず、第４号の規定に基づき休憩時間を延長する場合又は

第５号の規定に基づき休憩時間を短縮する場合には、官房長等又は部隊等の長は、

勤務割り表その他適切な手段をもって隊員に周知させることにより、別紙様式第

６又は別紙様式第６の２によらないことができることとする。

⑽ 官房長等又は部隊等の長は、第４号、第５号又は第６号の申出について確認す

る必要があると認めるときは、当該申出をした隊員に照会するなどその内容につ

いて確認するものとする。

⑾ 第４号の規定に基づく休憩時間の延長、第５号の規定に基づく休憩時間の短縮

及び第６号の規定に基づく休憩時間の変更が承認された後、承認された期間の開

始日前に同号に掲げる場合に該当しなくなったときは、その効力を失うものとし、

承認された期間中に同号に掲げる場合に該当しなくなったときは、当該事由が生

じた日を承認された期間の末日とみなすこととする。なお、この場合、当該隊員

は、別紙様式第８又は別紙様式第８の２の状況変更届もしくは別紙様式第５の３

の休憩時間変更申出書により官房長等又は部隊等の長に対し速やかにその旨を届

け出なければならない。

⑿ 第１０号の規定は、前号の届出について準用する。



別紙様式第１

防 衛 大 臣 殿
（人事教育局長気付）

申請者

交替制勤務者等の休養日及び勤務時間の割振りの特例について（申請）

自衛官以外の隊員の勤務時間及び休暇に関する訓令第２条第２４項の規定に基づき、
下記のとおり申請する。

記

（特例隊員の範囲） （職務内容） （当該人員）

（休養日及び勤務時間の割振りの基準の内容）
・割振りの基準となる期間 ・当該期間内の休養日の日数

・その他の基準の内容

（自衛隊法施行規則第４４条第４項の規定に基づく休養日及び勤務時間の割振り
の定めをすることが困難な理由）

（承認希望年月日） 年 月 日

（日本産業規格Ａ列４番）



別紙様式第２

振替え（代休）管理簿

階級又 勤務することを命 勤務時間 所属長

No 氏 名 勤務することを命ずる日 ずることとなった 振替日（代休日） 管 理 者 の の 備 考

は 級 日の業務内容 確認 確認

年 月 日（ 曜日） 年 月 日（ 曜日）

１ （ 時 分～ 時 分） （ 時 分～ 時 分）

計 時間 分 計 時間 分

年 月 日（ 曜日） 年 月 日（ 曜日）

２ （ 時 分～ 時 分） （ 時 分～ 時 分）

計 時間 分 計 時間 分

年 月 日（ 曜日） 年 月 日（ 曜日）

３ （ 時 分～ 時 分） （ 時 分～ 時 分）

計 時間 分 計 時間 分

（日本産業規格Ａ列４番）

（注１）振替管理簿は、所属長単位で作成する。

（注２）事務官等と自衛官については、別葉とする。



別紙様式第２の２

超勤代休時間指定簿

所 属

氏 名

１．超勤代休時間を指定する日、当該超勤代休時間を指定する日の規則第４４条の規定による

勤務時間、当該超勤代休時間を指定する時間等

・超勤代休時間を指定する日

年 月 日

・当該超勤代休時間を指定する日の規則第４４条の規定による勤務時間

： ～ ： ： ～ ：

・当該超勤代休時間を指定する時間

： ～ ： ： ～ ：

（ 月分）

□ ４時間 事務官等訓令第３条の３第２項

□ ７時間４５分 指定に代えよう 第１号 第２号 第３号

□ 時間 分 とする超過勤務

年次休暇※に連続 の時間数

して指定する場合 時間 時間 時間

換算率 × 25/100 × 50/100 × 15/100

※ 年次休暇の時間

： ～ ： （ 時間）

２． 隊員の意向「超勤代休時間の指定を希望しない旨を申し出ない 本人の

こと」 確認

（日本産業規格Ａ列４番）



別紙様式第３

休日の代休日指定簿

本人の 勤務時 所属長
No 級 氏 名 勤務を命じた休日 休日の代休日 間管理 の 備 考

意 向 員の確認 確認

年 月 日（ 曜日） 年 月 日（ 曜日）
（ 時 分～ 時 分） （ 時 分～ 時 分）

計 時間 分 計 時間 分

年 月 日（ 曜日） 年 月 日（ 曜日）
（ 時 分～ 時 分） （ 時 分～ 時 分）

計 時間 分 計 時間 分

年 月 日（ 曜日） 年 月 日（ 曜日）
（ 時 分～ 時 分） （ 時 分～ 時 分）

計 時間 分 計 時間 分

年 月 日（ 曜日） 年 月 日（ 曜日）
（ 時 分～ 時 分） （ 時 分～ 時 分）

計 時間 分 計 時間 分

年 月 日（ 曜日） 年 月 日（ 曜日）
（ 時 分～ 時 分） （ 時 分～ 時 分）

計 時間 分 計 時間 分

（「本人の意向」欄は、代休日の指定を希望しない旨を申し出ない場合、本人が確認する。）
（日本産業規格Ａ列４番）



別紙様式第４

休日の代休日指定簿

勤務時 所属長
No 階 級 氏 名 勤務を命じた休日 休日の代休日 間管理 の 備 考

員の確認 確認

年 月 日（ 曜日） 年 月 日（ 曜日）
（ 時 分～ 時 分） （ 時 分～ 時 分）

計 時間 分 計 時間 分

年 月 日（ 曜日） 年 月 日（ 曜日）
（ 時 分～ 時 分） （ 時 分～ 時 分）

計 時間 分 計 時間 分

年 月 日（ 曜日） 年 月 日（ 曜日）
（ 時 分～ 時 分） （ 時 分～ 時 分）

計 時間 分 計 時間 分

年 月 日（ 曜日） 年 月 日（ 曜日）
（ 時 分～ 時 分） （ 時 分～ 時 分）

計 時間 分 計 時間 分

年 月 日（ 曜日） 年 月 日（ 曜日）
（ 時 分～ 時 分） （ 時 分～ 時 分）

計 時間 分 計 時間 分

（日本産業規格Ａ列４番）



別紙様式第５

休 憩 時 間 変 更 申 出 書（延長）

（官房長等又は部隊等の長） 申出年月日 年 月 日

殿

申出者 所 属

氏 名

（該当する□にレ印を付する。）

次の事由のため、休憩時間の延長を申し出ます。

□１ 在宅勤務に係る移動時間の確保（１０⑷ア）

□２ 在宅勤務を行う際の育児、介護に係る時間の確保（１０⑷イ）

年 月 日 から
申出に係る期間

年 月 日 まで

申出に係る休憩時間 分

申出の事由１に該当する場合の記入欄

通勤経路及び

通勤時間

申出の事由２に該当する場合の記入欄

子の氏名

子の生年月日 年 月 日

送迎が

必要な理由

申出の事由２に該当する場合の記入欄

要介護者の氏名 隊員との続柄 要介護者の状態及び具体的な介護の内容

（日本産業規格Ａ列４番）



＜記入上の注意＞

「申出の事由１に該当する場合の記入欄」の欄の記入方法は、次の記入例を参照する。な

お、当該欄に記入しきれない場合は、適当な用紙に記載したものを添附することができる。

（記入例）

10分 50分 30分

官 署－徒歩－△△駅－ＪＲ－○○停留所－バス－自 宅
通勤経路及び

12:00 12:10発 13:00発 13:30着
通勤時間

休憩開始



別紙様式第５の２

休 憩 時 間 変 更 申 出 書（短縮）

（官房長等又は部隊等の長） 申出年月日 年 月 日

殿

申出者 所 属

氏 名

（該当する□にレ印を付する。）

次の事由のため、休憩時間の短縮を申し出ます。

□１ 小学校就学の始期に達するまでの子の養育（９⑸ア）

□２ 小学校等に就学している子の送迎（９⑸イ）

□３ 要介護者の介護（９⑸ウ）

□４ 通勤時間の短縮（９⑸エ）

□５ 妊娠中の通勤 （９⑸オ）

年 月 日 から
申出に係る期間

年 月 日 まで

申出に係る休憩時間 □４５分 □３０分

申出の事由１に該当する場合の記入欄

子の氏名

子の生年月日又は出産予定日 年 月 日

申出の事由２に該当する場合の記入欄

子の氏名

子の生年月日 年 月 日

送迎が

必要な理由

申出の事由３に該当する場合の記入欄

要介護者の氏名 隊員との続柄 要介護者の状態及び具体的な介護の内容

申出の事由４に該当する場合の記入欄

変更前

変更前後の

通勤経路及

び通勤時間
変更後

（日本産業規格Ａ列４番）



＜記入上の注意＞

「申出の事由４に該当する場合の記入欄」の「変更前」欄及び「変更後」欄の記入方法は、

次の記入例を参照する。なお、当該欄に記入しきれない場合は、適当な用紙に記載したものを添

附することができる。

（記入例）

10分 50分 30分

変更前
官 署－徒歩－△△駅－ＪＲ－○○停留所－バス－自 宅

17:15 17:55発 19:10発 19:45着
変更前後の

終業
通勤経路及 10分 50分 30分
び通勤時間

変更後
官 署－徒歩－△△駅－ＪＲ－○○停留所－バス－自 宅

17:00 17:15発 18:10発 18:45着

終業



別紙様式第５の３

休 憩 時 間 変 更 申 出 書

（官房長等又は部隊等の長） 申出年月日 年 月 日

殿

申出者 所 属

氏 名

（該当する□にレ印を付する。）

次の事由のため、休憩時間の変更を申し出ます。

□ 次の事由に該当

□ 次に該当する事由が消滅した（する）

休憩時間の変更の類型 □分割 □延長 □短縮 □追加

休憩時間の変更の

具体的内容

休憩時間の変更を

必要とする理由

備考

（日本産業規格Ａ列４番）

＜記入上の注意＞

備考欄は、例えば人事担当部局において公務の運営の支障の有無等を記入する場合に用いる。



別紙様式第６

休憩時間の延長の承認・不承認通知書

年 月 日
（申出者）

殿

(官房長等又は部隊等の長)

年 月 日付けで申出のあった、

□１ 在宅勤務に係る移動時間の確保（９⑷ア）

□２ 在宅勤務の際の育児、介護に係る時間の確保（９⑷イ） のための休憩時間の

□３ 対象障害者の必要な時間の確保（９⑷ウ）

承 認

延長について、 します。

不承認

申出に係る期間 年 月 日から 年 月 日まで

申出に係る始業 （休憩時間）

及び終業時刻 時 分 始業 時 分から

並びに休憩時間 時 分 終業 時 分まで

（理 由）
□有

休憩時間の延長

に係る隊務の運

営の支障の有無

□無

そ の 他

（日本産業規格Ａ列４番）



別紙様式第６の２

休憩時間の短縮の承認・不承認通知書

年 月 日
（申出者）

殿

(官房長等又は部隊等の長)

年 月 日付けで申出のあった、

□１ 小学校就学の始期に達するまでの子の養育（９⑸ア）

□２ 小学校等に就学している子の送迎（９⑸イ）

□３ 要介護者の介護（９⑸ウ） のための休憩時間の

□４ 通勤時間の短縮（９⑸エ）

□５ 妊娠中の通勤 （９⑸オ）

□６ 対象障害者 （９⑸カ）

承 認

短縮について、 します。

不承認

申出に係る期間 年 月 日から 年 月 日まで

申出に係る始業 （休憩時間）

及び終業時刻 時 分 始業 時 分から

並びに休憩時間 時 分 終業 時 分まで

（理 由）
□有

休憩時間の短縮

に係る隊務の運

営の支障の有無

□無

そ の 他

（日本産業規格Ａ列４番）



別紙様式第７

隊務の運営に支障が生じる日の通知書（延長）

年 月 日
（申出者）

殿

(官房長等又は部隊等の長)

年 月 日付で通知した休憩時間の延長については、隊務の運営に支障

が生じたことから、次のとおり通知する。

申出に係る始業 （休憩時間）

及び終業時刻 時 分 始業 時 分から

並びに休憩時間 時 分 終業 時 分まで

年 月 日

（理由）

隊務の運営に

支障が生じる日

その他

（日本産業規格Ａ列４番）



別紙様式第７の２

隊務の運営に支障が生じる日の通知書（短縮）

年 月 日
（申出者）

殿

(官房長等又は部隊等の長)

年 月 日付で通知した休憩時間の短縮については、隊務の運営に支障

が生じたことから、次のとおり通知する。

申出に係る始業 （休憩時間）

及び終業時刻 時 分 始業 時 分から

並びに休憩時間 時 分 終業 時 分まで

年 月 日

（理由）

隊務の運営に

支障が生じる日

その他

（日本産業規格Ａ列４番）



別紙様式第８

休憩時間の延長の申出に係る状況変更届

（官房長等又は部隊等の長） 年 月 日 届出

殿

所 属

氏 名

休憩時間の延長の申出に係る状況について、以下のとおり変更が生じたので届け出ま

す。

１ 届出の事由

（１）住所の変更 □

（２）養育、送迎の状況の変更

□ 子が死亡した

□ 隊員の子でなくなった

（ □ 離縁 □ 養子縁組の取消し ）

□ 同居しなくなった

（３）介護の状況の変更

□ 要介護者が死亡した

□ 要介護者と隊員との親族関係が消滅した

（消滅の理由： ）

（４）その他

理由（具体的に）：

２ 届出の事実が発生した（又は発生する予定の）日

年 月 日

（日本産業規格Ａ列４番）



別紙様式第８の２

休憩時間の短縮の申出に係る状況変更届

（官房長等又は部隊等の長） 年 月 日 届出

殿

所 属

氏 名

休憩時間の短縮の申出に係る状況について、以下のとおり変更が生じたので届け出ま

す。

１ 届出の事由

（１）養育、送迎の状況の変更

□ 子が死亡した

□ 隊員の子でなくなった

（ □ 離縁 □ 養子縁組の取消し ）

□ 同居しなくなった

（２）介護の状況の変更

□ 要介護者が死亡した

□ 要介護者と隊員との親族関係が消滅した

（消滅の理由： ）

（３）その他

理由（具体的に）：

２ 届出の事実が発生した（又は発生する予定の）日

年 月 日

（日本産業規格Ａ列４番）


